
 

四日市市告示第７号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、あらたに生

じた土地の町及び字の区域を変更したので、同条第２項の規定により次のとおり告示し

ます。 

  

平成３０年１月５日  

                          四日市市長  森 智広 

 

 

 １．四日市市楠町吉崎字四之割に編入する区域 

   四日市市楠町吉崎字四之割８３番２から楠町北五味塚字古江１０８６番２に至る間

の地先公有水面埋立地９，５７８．５４平方メートル 

 

 


